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これらのサービスのほか、認知症の方や
ご家族へのサービスがあります。

※
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照
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月～土　：　午前９時～午後５時

E-mail : h-fujimi@tachikawa-shakyo.jp E-mail : tachikawa.hagoromo@gmail.com E-mail : c.t-houkatsu@ninjin.or.jp

E-mail : h-wakaba@tachikawawakaba.jp E-mail : h-saiwai@shisei.or.jp E-mail : h-kamisuna@ba.wakwak.com

E-mail : s-nishiki@shisei.or.jp E-mail : kamisuna@keiaikai.org E-mail : nishisuna.soudan@gmail.com

学習館

※健康会館は令和７年４月に移転予定です。
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40～47ページ

50～51ページ

18～20ページ

21・22ページ
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①居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者と契約

○要支援１・２の方は、お住まいの担当地域の地域包括支援センター（6ページ参照）ま

たは、介護予防支援事業所に連絡、相談し、担当の介護支援専門員（ケアマネジャー）

が決まります。

○要介護１〜５の方は、居宅介護支援事業所を選び、連絡し、契約を結び、担当のケア

マネジャーが決まります。

※「居宅介護・介護予防支援事業所一覧」を認定結果に同封します。



1514

介護支援専門員（ケアマネジャー）とは

ケアプランを作成しないと、介護保険サービスを利用することができませんので、要

介護・要支援認定を受けたら、一般的にケアマネジャーにケアプランの作成を依頼す

る必要があります。

主な流れは、次のとおりです。



1716

介護予防・生活支援サービスを利用するには、要支援1または要支援2の認定を受け

るか、「介護予防アンケート（基本チェックリスト）」を実施し、サービスが必要と

判断された方（介護予防・生活支援サービス事業対象者）であるかの確認を行います。

まずは、日常生活で困っていることや利用したいサービスなどについてご相談ください。


